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いの町ふるさと納税ＰＲ業務プロポーザルの公告 

 

いの町ふるさと納税ＰＲ業務について、公募型プロポーザルを実施するので、次の

とおり公告する。  

 

令和８年５月７日  

 

 

いの町長 池田 牧子 

  

１ 業務の概要  

（１）業務名    

 いの町ふるさと納税ＰＲ業務 

 

（２）業務の目的    

（３）業務内容    

 

（４）契約期間 契約締結日から令和９年３月１９日（金） 

 

２ 参加資格  

本プロポーザルに参加をしようとする者は、次に掲げる参加資格要件を全て満たす

こと。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しない者であること。 

（２）国税、都道府県税及び市区町村税に滞納がないこと。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等

の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成１１年法律第１５８号）に基づ

く特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。 

（４）会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は破産法（平成１６

年法律第７５号）に基づく破産の申立てがなされている者でないこと。 

（５）いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第２条第２項第５号

に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 

（６）いの町建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領に基づき資格停止

等の措置を受けていない者であること。 

（７）いの町の現状を把握し、具体的提案ができること。 

（８）過去５年以内に２件以上同種、類似の業務実績があること。ただし、実績は元

請として受注したものに限る。 

（９）本業務を遂行するために必要とされる業務経験等を有した者を従事させること

ができ、円滑な連絡調整及び緊急時の迅速な対応ができること。 

  

別添仕様書のとおり 
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３ 参加手続  

（１）担当部局（書類の提出先及び問い合わせ先） 

     〒781-2192  高知県吾川郡いの町１７００－１  

     いの町役場 総合政策課（担当 隅田）  

電 話（０８８）８９３－１１１２  

ＦＡＸ（０８８）８９２－０３５３  

E-mail  sougouseisaku@town.ino.lg.jp 

（２）実施要領・仕様書、参加申込書等の入手方法 

いの町ホームページからダウンロードすること。  

（３）実施要領・仕様書等に係る質問書  

   ア 質問方法  

プロポーザル質問票（様式１）を電子メールにより提出すること。 

    イ 受付期間  

令和８年５月７日（木）から令和８年５月１４日（木）１７時までとする。

（ただし、受付時間帯は、閉庁日を除く９時から１７時までとする。）  

  ウ 提出先及び受信確認先 

    (１) に示す場所とする。  

  エ 回答方法  

       令和８年５月１５日（金）９時以降にいの町公式ホームページに掲載する。  

（４）参加申込書の提出 

  ア 申込方法  

郵送又は持参。 

※郵送による場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法による

こととし、郵便事故等により申込書類等が提出先に到達しなかったことに

よる異議を申し立てることはできない。 

  イ 申込期限  

     令和８年５月１８日（月）１７時までとする。 

   ウ 提出場所  

      (１) に同じ。  

  エ 参加資格確認結果  

      参加申込書提出者に対し、参加資格（１次）審査結果を通知します。  

    なお、審査結果等について異議を申し立てることはできません。 

（５）企画提案書等の提出  

ア 提出期間  

令和８年６月２日（火）から令和８年６月１８日（木）１７時までとす

る。（受付時間帯は、閉庁日を除く９時から１７時までとする。）  

  イ 提出場所  

    (１) に同じ。 

  ウ 提出方法  

郵送または持参による。  

  エ 提出部数  

提出書類各１０部（正本１部、副本９部）  
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４ 審査の手続き及び受託候補者の選定 

提出された企画提案書等の審査は、いの町が設置する「いの町ふるさと納税ＰＲ業

務プロポーザル審査委員会」が行い、いの町ふるさと納税ＰＲ業務プロポーザル審査

基準に基づき受託候補者を選定する。  

（１）プレゼンテーション及びヒアリングの審査 

ア 実施日時  令和８年７月３日(金)（予定）  

イ 会   場  いの町役場本庁舎 １階１０３会議室 

 

５  受託候補者 

（１）受託候補者の決定 

選定された受託候補者と事業実施についての協議が整わないと判断した場合は、

評価点の次点者と受託候補者の決定に向けた交渉を行う。 

（２）提案内容の調整  

受託候補者が提出した企画提案書等の記載内容が、原則として事業実施時の実施内容

となるが、本事業の目的達成のため、受託候補者との協議により、内容を修正・変更

する場合がある。 

 

６ 契約に関する事項 

本業務の契約締結にあたっては、いの町契約規則第３６条の規定に基づき、契約

金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付するものとする。 

ただし、同規則第３７条各号の要件を満たす場合は免除の対象とする。なお、本

業務において免除の適用を受けようとする場合は、以下のいずれかに該当する必要

がある。 

 

１．同規則第３７条第３号：履行保証保険契約の締結 

（契約相手方が保険会社と町を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合） 

２．同規則第３７条第５号：政令第１６７条の５及び第１６７条の１１に規定する

資格を有する者の履行実績 

（当該資格を有し、かつ過去 2 年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回にわたり誠実に履行した実績がある場合） 

※同規則第３７条第１号、第２号、第４号、第６号及び第７号については、業務

の性質上、本案件には適用しないものとする。 

 

（参考：いの町契約規則 第３７条） 

 （１） 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるときその他これに類する場合

で契約保証金を納付させる必要が認められないとき。 

（２） 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととな

るおそれがないと認められるとき。 

（３） 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ

とき。 

（４） 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。 

（５） 政令第１６７条の５及び第１６７条の１１に規定する資格を有する者と契

約を締結する場合において、その者が過去２年間に国（公社、公団を含む。）又は

地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、こ
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れらをすべて誠実に履行しかつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認

められるとき。 

（６） 法令に基づく延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたと

き。 

（７） その他特に町長が認めたとき。  

 

７ その他  

（１）企画提案書の作成及び提出、その他プロポーザルに要する経費は、参加者の負

担とする。 

（２）次に該当する提案は無効とする。  

 ア 提案を行った事業者が、参加資格要件を満たさなくなった場合  

 イ 提出書類に不備又は虚偽の記載等があった場合  

 ウ 実施要領等で示された提出書類について、提出期日、提出場所、提出方法、書

類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合  

 エ 審査の公平性に影響を与えるような不誠実な行為があった場合  

 オ ヒアリング等を開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合  

 カ 公告及び実施要領等に違反すると認められた場合  

キ 著しく信義に反する行為があった場合  

（３）提出期限後における参加申込書、企画提案書等の差し替え又は再提出は認めな

い。 

（４）その他詳細は、実施要領による。 

 


